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勤務時間制度の変化がもたらす中央省庁の働き方への影響
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動
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シ
ス
テ
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一　

本
稿
の
問
題
意
識

　

本
稿
で
は
、
今
般
の
国
家
公
務
員
の
勤
務
時
間
制
度
に
関
す
る
制
度
改
正
の
方
向
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
勤
務
時
間
制
度
に
関
連

す
る
変
化
が
、
霞
が
関
の
本
府
省
の
職
員
の
働
き
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
、
行
政
学
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

　

人
事
院
は
勤
務
時
間
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
対
応
し
た
勤
務
時
間
制
度
等
の
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在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
以
下
、
勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
）」
を
立
ち
上
げ
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
中
心
に
勤
務
時
間
制
度

の
在
り
方
に
つ
い
て
全
一
五
回
の
研
究
会
を
開
催
し
た
。
本
稿
で
は
勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
の
報
告
内
容
を
中
心
に
、

勤
務
時
間
に
関
わ
る
働
き
方
の
変
化
が
、
国
家
公
務
員
の
働
き
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
、
行
政
学
の
視
座
か
ら
考
察

す
る
。
行
政
学
の
観
点
か
ら
は
、
今
般
の
勤
務
時
間
制
度
の
変
化
に
よ
る
影
響
は
、
主
に
二
つ
の
論
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
の
論
点
は
、
働
く
時
間
帯
・
場
所
の
柔
軟
化
に
よ
る
影
響
で
あ
る
。
公
務
に
限
ら
ず
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
組
織
で
は
、
大

部
屋
の
職
場
で
上
司
・
同
僚
・
部
下
と
机
を
並
べ
、
同
じ
空
間
で
長
時
間
と
も
に
働
く
こ
と
を
前
提
に
、
職
場
の
情
報
共
有
、
人
事

評
価
の
仕
組
み
、
若
手
職
員
の
教
育
訓
練
な
ど
が
成
り
立
っ
て
き
た
。
テ
レ
ワ
ー
ク
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の
利
用
が
普
及
し
、

職
場
で
同
じ
空
間
を
共
有
す
る
時
間
が
減
少
し
た
場
合
、
行
政
組
織
の
業
務
分
担
や
、
人
事
評
価
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
の
論
点
は
、
総
労
働
量
の
制
約
の
強
化
に
よ
る
影
響
で
あ
る
。
恒
常
的
に
仕
事
量
が
多
い
霞
が
関
の
本
府
省
で
は
、
職
員
が

長
時
間
労
働
に
従
事
し
、
限
ら
れ
た
人
的
資
源
を
最
大
動
員
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が

導
入
さ
れ
、
労
働
時
間
に
対
す
る
規
制
が
さ
ら
に
厳
格
化
し
た
場
合
、
人
的
資
源
を
動
員
で
き
る
時
間
が
さ
ら
に
短
く
な
る
こ
と
に

な
る
。

　

本
稿
で
は
、
勤
務
時
間
制
度
に
ま
つ
わ
る
多
様
な
論
点
の
う
ち
、
行
政
学
の
視
座
か
ら
注
目
さ
れ
る
前
述
の
二
つ
の
論
点
に
絞
っ

た
上
で
、
勤
務
時
間
制
度
の
変
化
が
国
家
公
務
員
の
働
き
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
得
る
の
か
論
じ
る
。

二　

最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
の
働
き
方

　

労
働
時
間
制
度
に
関
す
る
議
論
に
入
る
前
に
、
本
節
で
は
行
政
学
の
先
行
研
究
に
お
け
る
公
務
員
の
働
き
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
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お
き
た
い
。
労
働
時
間
制
度
の
変
化
は
、
職
場
で
の
公
務
員
の
働
き
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
の
行
政
組
織
の
働
き
方
の
特
徴
と
し
て
、
大
部
屋
主
義
と
あ
い
ま
い
な
職
務
区
分
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
森
彌
に
よ
れ
ば
、
大

部
屋
主
義
と
は
、
同
じ
課
・
係
の
職
員
が
、
上
司
・
部
下
と
も
に
同
じ
一
つ
の
大
部
屋
で
机
を
並
べ
て
働
く
執
務
形
態
を
指
す（

（
（

。
大

森
が
大
部
屋
主
義
の
概
念
を
提
唱
し
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
で
あ
る
が
、
霞
が
関
の
府
省
は
現
在
も
大
部
屋
主
義
の
オ
フ
ィ
ス
が
多

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
手
塚
（
二
〇
一
九
）
が
文
部
科
学
省
の
大
部
屋
の
配
席
図
を
基
に
、
旧
文
部
省
と
旧
科

技
庁
の
組
織
統
合
の
実
態
を
分
析
し
て
い
る（

（
（

。

　

大
部
屋
主
義
の
働
き
方
は
、
組
織
の
分
業
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
日
本
の
行
政
組
織
で
は
局
・
課
・
係
等
の
組
織

単
位
で
、
職
務
の
所
掌
範
囲
に
つ
い
て
「
〇
〇
に
関
す
る
こ
と
」
と
い
う
幅
広
い
形
で
の
概
括
列
挙
方
式
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
組

織
の
仕
事
を
複
数
の
職
員
で
協
力
し
て
処
理
す
る（

（
（

。
大
部
屋
に
集
ま
り
分
業
し
て
働
く
こ
と
で
、
互
い
の
仕
事
ぶ
り
が
見
え
や
す
く

な
り
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
の
発
生
を
監
視
し
や
す
く
な
る（

（
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
非
公
式
な
相
互
評
価
シ
ス
テ
ム
の
下
で
長
期
間
働

く
こ
と
で
、
職
員
に
対
す
る
人
事
評
価
の
相
場
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
異
動
や
昇
進
も
そ
の
よ
う
な
暗
黙
の
了
解
で
成
り

立
っ
て
い
る
客
観
的
な
評
価
に
従
っ
て
行
わ
れ
る（

（
（

。
同
じ
一
つ
の
部
屋
で
時
間
と
空
間
を
共
有
す
る
大
部
屋
主
義
の
働
き
方
は
、
単

に
オ
フ
ィ
ス
の
物
理
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
分
業
や
昇
進
管
理
の
あ
り
方
と
関
係
し
て
い
る
。

　

曽
我
謙
吾
は
、
組
織
の
形
態
を
情
報
共
有
の
あ
り
方
に
基
づ
き
モ
デ
ル
化
し
た
青
木
昌
彦
の
理
論（

（
（

か
ら
、
日
本
の
行
政
組
織
を
情

報
共
有
型
の
組
織
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
曽
我
は
、
辻
清
明
の
稟
議
制
論（

（
（

、
そ
し
て
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
大
森
彌
の
大
部
屋
主
義

の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
部
局
内
部
で
の
事
務
処
理
方
式
は
、
分
権
性
が
高
く
水
平
的
な
調
整
が
不
断
に
行
わ
れ
る
情
報
共
有

型
の
組
織
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る（

（
（

。

　

村
松
岐
夫
は
、
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
限
ら
れ
た
資
源
を
最
大
限
に
動
員
す
る
「
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム（

（
（

」
と
表
現
し（

（1
（

、

そ
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
大
部
屋
主
義
と
仕
事
分
担
の
在
り
方
を
挙
げ
て
い
る
。
日
本
の
公
務
の
場
合
は
人
的
資
源
に
関
す
る
制
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約
が
大
き
く（

（1
（

、
国
家
公
務
員
に
関
し
て
は
、
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
総
定
員
法
）
に
よ
り
職
員
数
の
上

限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
人
的
資
源
の
制
約
が
大
き
い
中
で
、
大
部
屋
主
義
と
あ
い
ま
い
な
職
務
区
分
に
基
づ
い
た
分
業
の
あ
り
方

は
、
限
ら
れ
た
人
的
資
源
を
最
大
限
に
動
員
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
村
松
に
よ
れ
ば
、
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
は
限
ら
れ
た
資
源
で
西

欧
に
追
い
つ
く
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
間
は
合
理
的
で
あ
っ
た
が（

（1
（

、
そ
の
後
は
活
動
的
な
官
僚
が
省
庁
中
心
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る（

（1
（

。

　

真
渕
勝
は
、
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
村
松
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
追
い
付
き
型
近
代
化
の
よ
う
な
国
家
目
標
の
実
現

を
目
指
し
、
限
ら
れ
た
資
源
を
最
大
動
員
に
よ
り
補
う
時
代
は
終
わ
り
を
迎
え
た
と
指
摘
す
る（

（1
（

。
ま
た
、
大
部
屋
主
義
に
関
し
て
も
、

全
力
を
あ
げ
て
追
求
す
る
目
標
を
失
い
、
高
度
の
専
門
性
も
持
た
な
い
大
部
屋
主
義
は
、
無
責
任
で
非
効
率
、
怠
惰
な
組
織
を
生
み

出
す
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る（

（1
（

。

　

最
大
動
員
型
の
公
務
員
の
働
き
方
は
、
昨
今
流
行
り
の
類
型
論
で
言
え
ば
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り（

（1
（

、
以
前

は
日
本
型
雇
用
慣
行
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
稲
継
（
一
九
九
六
）
は
民
間
の
大
手
企
業
を
中
心
に
採
用
さ
れ
て
い
た
日
本

型
雇
用
慣
行
が
、
中
央
省
庁
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
示
し
、
遅
い
昇
進
、
積
み
上
げ
型
報
奨
、
大
部
屋
主
義
、
あ
い
ま
い
な
職
務

区
分
と
い
う
要
素
が
相
互
補
完
的
に
機
能
し
て
、
日
本
は
諸
外
国
に
比
べ
少
な
い
職
員
数
で
公
務
を
遂
行
す
る
効
率
性
を
も
た
ら
し

て
い
る
と
説
明
す
る（

（1
（

。
各
省
に
新
卒
で
採
用
さ
れ
た
職
員
は
、
四
十
歳
頃
ま
で
外
観
上
は
大
き
な
差
を
つ
け
ず
に
昇
進
し
、
長
期
間

に
わ
た
る
昇
進
競
争
が
続
く
（
遅
い
昇
進（

（1
（

）。
若
年
時
か
ら
の
査
定
が
積
み
重
な
っ
て
昇
進
の
差
が
つ
く
仕
組
み
で
あ
り
、
高
い
レ

ベ
ル
の
職
位
ま
で
昇
進
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
給
与
の
み
な
ら
ず
、
退
職
年
齢
・
退
職
金
等
の
待
遇
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
。

長
期
間
の
貢
献
の
積
み
重
ね
で
褒
賞
が
決
ま
る
仕
組
み
で
あ
る
（
積
み
上
げ
型
褒
賞（

（1
（

）。
昇
進
管
理
と
給
与
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
が
合
わ

さ
る
こ
と
で
、
キ
ャ
リ
ア
中
期
ま
で
長
期
間
に
わ
た
り
努
力
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
じ
る
た
め
、
長
期
雇
用
が
保
障
さ
れ
て
い

る
環
境
下
に
お
い
て
も
職
員
の
意
欲
を
引
き
出
せ
る
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
上
昇
志
向
が
強
い
一
部
の
職
員
や
、
若
年
期
の
職
員
に
対
し
て
は
強
く
作
用
す
る

も
の
、
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ラ
ト
ー
を
迎
え
た
中
高
年
の
職
員
に
対
し
て
は
強
い
誘
因
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
大
部
屋
の
環

境
下
で
は
、
昇
進
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
利
益
だ
け
で
な
く
、
昇
進
「
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
に
よ
る
損
失
が
克
明
に
可
視
化
さ
れ

る
。

　

以
下
の
記
述
は
、
筆
者
自
身
が
日
本
型
雇
用
の
企
業
で
働
い
て
い
た
経
験
か
ら
く
る
所
感
に
過
ぎ
な
い
が
、
正
規
雇
用
の
定
員
が

限
ら
れ
た
日
本
型
雇
用
の
組
織
に
お
い
て
は
、
貴
重
な
定
員
の
枠
を
消
費
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
場
の
事
務
処
理
へ
の
貢

献
度
合
い
が
低
い
職
員
は
、
大
部
屋
の
職
場
内
で
冷
遇
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
仕
事
を
部
署
全
体
で
分
担
・
共
有
す
る
分
業
構
造
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
働
き
ぶ
り
が
悪
い
職
員
は
周
囲
に
と
っ
て
負
担
と
な
り
、
陰
口
や
冷
た
い
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
働
き
ぶ

り
が
悪
く
と
も
一
定
程
度
ま
で
は
昇
進
・
昇
給
す
る
仕
組
み
の
た
め
、
働
き
ぶ
り
が
悪
い
中
高
年
に
対
し
て
は
特
に
風
当
た
り
が
強

く
な
る
。
大
部
屋
主
義
の
環
境
下
で
は
キ
ャ
リ
ア
・
プ
ラ
ト
ー
を
迎
え
た
中
高
年
に
対
す
る
厳
し
い
処
遇
も
目
に
つ
き
や
す
い
た
め
、

悪
い
人
事
評
価
が
積
み
重
な
る
と
ど
の
よ
う
な
将
来
が
待
ち
受
け
て
い
る
か
は
、
採
用
さ
れ
た
ば
か
り
の
若
手
職
員
で
も
容
易
に
想

像
が
つ
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
暗
黙
の
相
互
評
価
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
評
判
も
動
員
圧
力
と
な
り
う
る
。
自
身
の
組
織
内
で
の
評
判
が
高
け
れ
ば
、
他
者
に

仕
事
上
の
協
力
を
依
頼
し
た
際
に
、
将
来
の
幹
部
候
補
と
目
さ
れ
優
先
的
に
処
理
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
、
仕
事
の
効
率
が
高
ま

る
好
循
環
が
生
じ
る
。
一
方
、
組
織
内
で
「
仕
事
が
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
」
と
み
な
さ
れ
始
め
る
と
、
他
者
か
ら
の
協
力
を
得
に

く
く
な
り
、
仕
事
の
効
率
が
低
下
す
る
悪
循
環
に
陥
る
。

　

正
規
雇
用
の
定
員
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
、
仕
事
の
手
を
抜
く
こ
と
で
周
囲
に
負
担
を
か
け
る
気
ま
ず
さ
や
、
そ
れ
に
伴
い
評
判

が
下
が
る
リ
ス
ク
を
考
慮
す
る
と
、
た
と
え
昇
進
競
争
に
関
心
が
な
く
と
も
大
部
屋
主
義
の
環
境
下
で
は
熱
心
に
働
か
ざ
る
を
得
な

い
。
昇
進
競
争
に
そ
れ
ほ
ど
関
心
の
な
い
職
員
に
関
し
て
は
、
昇
進
・
給
与
の
上
昇
を
目
指
し
て
精
勤
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
損
失
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回
避
を
意
識
し
た
負
の
動
員
圧
力
に
よ
り
、
一
定
程
度
は
熱
心
に
働
か
ざ
る
を
得
な
い
側
面
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

（2
（

。

　

日
本
の
公
務
員
の
働
き
方
は
、
大
部
屋
と
い
う
場
所
で
長
時
間
に
わ
た
り
職
員
同
士
が
空
間
・
時
間
を
共
有
し
、
協
力
し
て
仕
事

を
分
担
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
職
員
が
オ
フ
ィ
ス
の
空
間
・
時
間
を
長
時
間
共
有
し
な
が
ら
働
く
こ
と
を
前
提
に
、
業
務
分
担
、
事

務
処
理
、
人
事
評
価
な
ど
が
機
能
し
て
い
る
状
況
で
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
テ
レ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
、
勤
務
時
間
・
勤
務
場
所

を
柔
軟
に
し
た
働
き
方
が
増
加
し
た
場
合
、
関
連
す
る
諸
要
素
に
お
い
て
も
様
々
な
影
響
が
生
じ
る
。
ま
た
、
人
的
資
源
の
制
約
が

大
き
い
現
状
に
お
い
て
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
よ
う
な
労
働
時
間
に
関
す
る
制
約
が
増
え
た
場
合
、
従
来
よ
り
も
動
員
で
き
る

資
源
が
少
な
く
な
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
影
響
が
生
じ
る
恐
れ
も
あ
る
。

三　

今
般
の
勤
務
時
間
制
度
に
関
す
る
議
論

　

本
節
で
は
、
勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
の
議
論
を
ベ
ー
ス
に
、
今
般
の
勤
務
時
間
制
度
に
関
連
す
る
制
度
改
正
と
、
研

究
会
が
報
告
し
た
提
言
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
人
事
院
は
勤
務
時
間
制
度
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔

軟
な
働
き
方
に
対
応
し
た
勤
務
時
間
制
度
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
）」
を
立
ち
上
げ
、

勤
務
時
間
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
～
二
〇
二
三
年
三
月
の
期
間
に
全
十
五
回
の
研
究
会
を
開
催
し
た
。
研
究

会
は
労
働
法
の
専
門
家
で
あ
る
東
京
大
学
の
荒
木
尚
志
教
授
を
座
長
と
す
る
八
名
の
学
識
経
験
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
筆
者
も
そ
の

一
人
と
し
て
研
究
会
の
委
員
を
務
め
て
い
る（

（2
（

。
研
究
会
の
議
論
の
成
果
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
に
中
間
報
告
、
二
〇
二
三
年
三
月
に

最
終
報
告
の
形
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　

研
究
会
の
報
告
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
休
憩
時
間
制
度
等
の
早
期
に
対
応
が
必
要
な
事
項
を
取
り
上
げ
た
中
間
報
告
と
、
中

間
報
告
の
内
容
も
含
め
幅
広
い
議
論
が
行
わ
れ
た
最
終
報
告
に
分
か
れ
て
い
る
。
中
間
報
告
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
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ム
制
と
休
憩
時
間
制
度
の
柔
軟
化
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
三
年
一
月
に
人
事
院
規
則
を
改
正
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
（
施
行
は

二
〇
二
三
年
四
月
）、
報
告
内
容
の
一
部
は
既
に
実
現
し
て
い
る
項
目
も
あ
る
。

（
一
）　

勤
務
時
間
制
度
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
た
背
景

　

勤
務
時
間
に
関
す
る
制
度
の
改
正
・
議
論
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
。
主
た
る
要
因
は
、
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
に
よ
り
テ
レ
ワ
ー
ク
等
に
対
応
し
た
柔
軟
な
勤
務
時
間
制
度
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
伴
い
、
霞
が
関
の
省
庁
で
も
テ
レ
ワ
ー
ク
や
時
差
出
勤
の
活
用
が
拡
大
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
現
行
の

勤
務
時
間
制
度
は
職
員
が
職
場
で
共
に
勤
務
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
設
計
で
あ
り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
念
頭
に
置
い
た
制
度
は
ほ
と

ん
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た（

（2
（

。
テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
制
度
的
に
定
め
た
法
律
は
な
く
、
職
員
本
人
の
希
望
・
申
告
を

踏
ま
え
、
通
常
と
は
異
な
る
場
所
で
の
勤
務
（
在
宅
勤
務
）
を
命
じ
る
形（

（2
（

を
と
っ
て
い
た
。
政
府
は
以
前
か
ら
テ
レ
ワ
ー
ク
を
推
進

に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
活
用
す
る
職
員
が
急
激
に
増
え
た
こ
と
で
、
制
度
的
な
整
備
の
必
要
性

が
高
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
へ
の
対
応
に
加
え
、
働
き
方
改
革
の
流
れ
に
連
な
る
形
で
の
柔
軟
な
働
き
方
へ
の
対
応
、
長
時

間
労
働
の
問
題
へ
の
対
応
も
制
度
改
正
の
背
景
的
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
勤
務
時
間
制
度
で
は
、
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ
ム
制
を
活
用
し
た
場
合
で
も
、
必
ず
職
場
に
出
勤
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ア
タ
イ
ム
が
五
時
間
設
定
さ
れ
て
い
た
ほ

か
、
一
日
の
最
短
勤
務
時
間
も
六
時
間
と
さ
れ
て
い
た（

（2
（

。
働
き
な
が
ら
育
児
・
介
護
や
、
病
気
の
治
療
の
た
め
の
通
院
、
大
学
院
通

学
な
ど
を
行
う
上
で
、
従
前
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
コ
ア
タ
イ
ム
や
最
短
勤
務
時
間
が
長
く
、
利
便
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
育
児
・
介
護
、
通
院
な
ど
を
抱
え
な
が
ら
働
く
職
員
が
、
今
後
も
増
え
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
職
員
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に

対
応
し
た
よ
り
柔
軟
な
勤
務
時
間
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
。
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長
時
間
労
働
の
問
題
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
の
働
き
方
改
革
関
連
法
の
施
行
に
合
わ
せ
て
、
国
家
公
務
員
に
お
い
て
も

超
過
勤
務
の
上
限
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
霞
が
関
の
本
府
省
を
中
心
に
、
超
過
勤
務
の
上
限
を
超
え
て
働
い
て
い
る
職

員
の
割
合
が
高
い
部
署
も
多
く
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
超
過
勤
務
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
実
績

を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
オ
フ
ィ
ス
に
滞
在
し
て
い
る
時
間
で
あ
る
在
庁
時
間
と
の
間
に
は
一
定
の
乖
離
が
あ
る
。
在
庁
時

間
の
全
て
が
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
実
際
に
は
記
録
に
残
ら
な
い
超
過
勤
務
（
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
）
も
存
在
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
長
時
間
労
働
の
対
策
と
し
て
、
近
年
は
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
前

述
の
働
き
方
改
革
関
連
法
の
施
行
に
よ
り
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
が
努
力
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
二
〇
二
一
年
七

月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
大
綱
」
で
は
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
導
入
し
て
い
る
企

業
の
割
合
を
二
〇
二
五
年
ま
で
に
一
五
％
以
上（

（2
（

と
す
る
こ
と
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
公
務
に
お
い
て
は
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
に
相
当
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
民
間
同
様
に
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
導
入
の
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
た
勤
務
時
間
制
度
等
の
改
正
が
必
要
と
な
っ
た
直
接
的
な
要
因
に
加
え
、
公
務
に
お
け
る
人
材
確
保
が
難
し

く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
重
要
な
背
景
的
要
因
で
あ
る
。
近
年
は
国
家
公
務
員
の
志
望
者
が
減
少
し
、
そ
れ
と
同
時
に
若
年
職
員
の

離
職
者
が
増
加
し
て
い
る
。
柔
軟
な
働
き
方
の
選
択
肢
を
増
や
す
と
と
も
に
、
長
時
間
労
働
の
問
題
へ
の
対
策
を
行
う
こ
と
で
、
国

家
公
務
員
と
い
う
職
業
の
魅
力
を
高
め
る
こ
と
も
、
勤
務
時
間
制
度
の
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
的
要
因
で
あ
る（

（2
（

。

（
二
）　

勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
の
報
告
内
容（

（2
（

　

本
節
で
は
勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
が
人
事
院
に
対
し
て
報
告
し
た
提
言
内
容
を
、
研
究
会
の
最
終
報
告
を
基
に
整
理

す
る
。
主
な
内
容
は
、
①
柔
軟
な
働
き
方
、
②
テ
レ
ワ
ー
ク
、
③
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
三
項
目
で
あ
る
。
報
告
内
容
の
全
て
を

詳
細
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
特
に
本
稿
の
問
題
意
識
に
関
連
す
る
事
項
を
論
点
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
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一
点
目
の
柔
軟
な
働
き
方
に
関
し
て
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充
、
夏
季
休
暇
使
用
可
能
期
間
の
見
直
し
、
年
次
休
暇
の

使
用
単
位
の
見
直
し
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
働
き
方
へ
の
影
響
が
大
き
い
項
目
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充
の
部
分
で
あ
る
。

前
述
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
コ
ア
タ
イ
ム
が
五
時
間
、
一
日
の
最
短
勤
務
時
間
数
も
六
時
間
と
さ
れ
て
お

り
、
職
場
に
必
ず
出
勤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
帯
が
長
く
設
定
さ
れ
て
お
り
、
各
府
省
・
職
員
か
ら
柔
軟
化
の
要
望
が
出
て
い

た
。
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
研
究
会
か
ら
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充
と
し
て
、
コ
ア
タ
イ
ム
を
二
～
四
時
間
、
一
日
の
最

短
勤
務
時
間
数
を
二
～
四
時
間
と
す
る
提
言
が
な
さ
れ
た
。
前
述
の
通
り
、
こ
れ
ら
の
提
言
内
容
は
既
に
規
則
等
の
改
正
が
行
わ
れ
、

令
和
五
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
研
究
会
か
ら
は
、
職
員
の
選
択
に
よ
る
週
休
日
の
追
加
（
選
択
的
週
休
三
日
制
）、
勤
務
開
始
後
の
勤
務
時
間
の
変
更
、

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
非
常
勤
職
員
へ
の
適
用
な
ど
、
よ
り
柔
軟
な
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充
に
つ
い
て
も
提
言
が
出
さ
れ

て
い
る
。
選
択
的
週
休
三
日
制
は
、
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
を
増
や
す
こ
と
で
、
一
週
間
の
勤
務
時
間
の
総
量
は
維
持
し
た
上

で
、
週
休
日
を
三
日
と
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
般
の
制
度
改
正
で
は
コ
ア
タ
イ
ム
は
二
～
四
時
間
と
短

縮
さ
れ
た
が
、
仮
に
コ
ア
タ
イ
ム
を
廃
止
す
る
段
階
に
ま
で
柔
軟
化
が
進
む
と
、
勤
務
時
間
の
総
量
は
同
じ
ま
ま
週
休
日
を
三
日
と

す
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
将
来
的
な
可
能
性
と
し
て
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
勤
務
開
始
後
の
勤
務
時
間
の
変
更
に

関
し
て
は
、
現
行
の
制
度
で
は
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
勤
務
時
間
帯
（
始
業
時
刻
、
終
業
時
刻
）
を
、
勤
務
開
始
ま
で
に
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
業
務
の
状
況
に
よ
っ
て
は
当
初
の
申
告
よ
り
も
短
縮
・
延
長
が
必
要
な
場
合
が
起
こ
り
得
る
。
そ
の
た
め
、

事
前
申
告
し
た
勤
務
時
間
を
、
勤
務
開
始
後
に
変
更
で
き
る
よ
う
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

二
点
目
の
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
し
て
は
、
業
務
上
の
支
障
が
な
い
限
り
職
員
の
希
望
に
応
じ
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
可
能
と
す
る
こ
と
、

テ
レ
ワ
ー
ク
が
認
め
ら
れ
る
／
認
め
ら
れ
な
い
場
合
の
基
準
を
事
前
に
明
確
に
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
テ
レ

ワ
ー
ク
に
際
し
て
の
勤
務
管
理
、
長
時
間
労
働
対
策
、
健
康
管
理
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
へ
の
サ
ポ
ー
ト
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
費
用
負
担
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な
ど
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
に
関
す
る
指
針
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る
必
要
性
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

は
、
既
に
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
大
規
模
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
実
施
に
関
す
る
細
か
な
議
論
が
多
い
た
め
詳
細
は
割
愛
す
る
。

　

三
点
目
の
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
に
に
関
し
て
は
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
に
つ
い
て
各
省
庁
の
長
の
責
務
を
早
期
に
法

令
上
明
記
す
る
こ
と
、
最
終
的
に
全
職
員
を
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
対
象
と
す
る
こ
と
、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
時
間
は
原
則
一
一
時

間
と
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
民
間
企
業
に
お
い
て
は
既
に
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
が
努
力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
情
勢
適
応
の
原
則
に
従
い
、
公
務
に
お
い
て
も
早
期
の
対
応
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
現
行
の
人
員
体
制
・
業
務

量
の
ま
ま
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
導
入
し
た
場
合
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
影
響
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
、
超
過
勤
務
を
抑
制
す
る

た
め
、
業
務
の
合
理
化
、
繁
忙
部
署
へ
の
人
員
配
置
、
国
会
対
応
業
務
の
改
善
の
必
要
性
も
提
言
さ
れ
て
い
る
。
研
究
会
の
最
終
報

告
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
留
意
し
つ
つ
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
と
し
た
上
で
、
本
格
的
な
実
施
に
向
け
て

の
試
行
の
必
要
性
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

表
1
は
、
勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
の
提
言
内
容
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
コ
ア
タ
イ

ム
・
最
短
勤
務
時
間
の
短
縮
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
二
〇
二
三
年
九
月
末
時
点
で
は
ま
だ
実
現
し
て
い

な
い
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
全
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
・
テ
レ
ワ
ー
ク
の
拡
充
に
よ
り
、
従
来
よ
り

も
働
く
時
間
・
空
間
を
職
員
そ
れ
ぞ
れ
が
柔
軟
に
選
択
で
き
る
方
向
性
を
目
指
す
提
言
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
時
間
に
関
し

て
は
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
と
い
う
形
で
、
従
来
以
上
に
労
働
時
間
の
規
制
が
厳
し
く
な
る
方
向
性
で
あ
る
。
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四　

働
き
方
へ
の
影
響
：
働
く
時
間
帯
・
場
所
の

柔
軟
化

　

勤
務
時
間
制
度
等
に
関
す
る
研
究
会
の
提
言
内
容
が
、
霞
が
関
の
本
府
省

の
働
き
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
、
①
働
く
時
間
帯
・
場
所
の

柔
軟
化
、
②
総
労
働
量
の
制
約
の
強
化
の
二
つ
の
論
点
に
整
理
し
て
検
討
す

る
。
勤
務
時
間
に
関
す
る
論
点
は
こ
の
他
に
も
多
数
存
在
す
る
が
、
本
稿
で

は
あ
く
ま
で
も
行
政
学
的
観
点
か
ら
重
要
な
点
に
絞
っ
て
議
論
を
進
め
て
い

く
。

　

研
究
会
の
最
終
報
告
に
お
け
る
提
言
内
容
の
う
ち
、
①
柔
軟
な
働
き
方

（
主
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
）、
②
テ
レ
ワ
ー
ク
の
二
項
目
は
、
職
員
の
働

く
時
間
帯
・
場
所
を
よ
り
個
別
化
し
、
柔
軟
に
す
る
方
向
性
の
変
化
で
あ
る
。

日
本
の
行
政
組
織
の
働
き
方
は
基
本
的
に
大
部
屋
主
義
で
あ
り
、
働
く
時
間

と
場
所
を
職
場
の
全
員
で
共
有
し
な
が
ら
、
あ
い
ま
い
な
職
務
区
分
の
下
で

業
務
を
分
担
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充
や
、
テ

レ
ワ
ー
ク
の
進
展
・
普
及
が
進
む
と
、
同
じ
部
署
の
職
員
が
オ
フ
ィ
ス
と
い

う
空
間
を
共
有
す
る
機
会
が
減
少
し
、
勤
務
時
間
帯
も
コ
ア
タ
イ
ム
を
除
き

そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
と
い
う
状
況
が
発
生
し
や
す
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
ま
で
は
同
じ
部
署
の
職
員
が
机
を
並
べ
て
働
い
て
い
た
た
め
、
互

表 1　研究会の提言内容

出典：テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会の最終報告、
最終報告概要を元に筆者作成。

（最終報告：https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/kinmujikan-kenkyukai/saishuuhoukoku.pdf）
（ 最 終 報 告 概 要：https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/kinmujikan-kenkyukai/saishuuhoukoku-
gaiyou.pdf）

①柔軟な働き方の拡大

フレックスタイム制のコアタイム・最短勤務時間の短縮（既に実施済み）

夏季休暇使用期間の見直し（使用可能な期間の拡大）

年次休暇の使用単位の見直し（より細かい単位で使用可能に）

②テレワーク
業務上支障のない場合は職員の希望に応じテレワークを可能に

テレワークの実施基準に関する指針・ガイドラインの作成

③勤務間インターバル

インターバルの確保に関する各府長の長の責務を法令上に明記

最終的には全職員を対象

インターバルは原則 11 時間
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い
の
電
話
や
会
話
が
自
然
と
耳
に
入
り
情
報
共
有
が
な
さ
れ
る
構
造
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
非
公
式
な
経
路
で
の
情
報
共
有
は
成

り
立
ち
に
く
く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
近
年
は
オ
フ
ィ
ス
用
の
情
報
共
有
・
チ
ャ
ッ
ト
機
能
を
備
え
た
ツ
ー
ル
が
普
及

し
て
お
り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
で
も
そ
れ
な
り
に
大
部
屋
主
義
で
の
働
き
方
と
類
似
の
環
境
が
確
保
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
影
響

が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
若
手
職
員
の
教
育
や
、
人
事
評
価
の
よ
う
に
、
同
じ
空
間
を
共
有
し
て
い
れ
ば
低
コ
ス
ト
で
実
施

で
き
て
い
た
事
項
で
あ
ろ
う
。

　

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
場
合
、
若
手
職
員
の
教
育
は
職
場
で
の
Ｏ
Ｊ
Ｔ
（O

n-the-Job T
raining

）
の
比
重
が
高
く
な
る
。
大
部

屋
で
働
い
て
い
る
際
に
は
自
然
な
形
で
若
手
の
働
き
ぶ
り
を
観
察
し
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
助
言
・
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
た

も
の
が
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
な
っ
た
場
合
に
は
こ
う
し
た
対
応
が
難
し
く
な
る
。
若
手
職
員
に
関
し
て
は
、
一
人
前
に
な
る
ま
で
の
一

定
の
期
間
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
利
用
程
度
に
制
約
を
か
け
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

　

人
事
評
価
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
大
部
屋
の
中
で
お
互
い
の
仕
事
ぶ
り
を
相
互
監
視
で
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
が
、
柔
軟
な

働
き
方
が
広
が
っ
た
場
合
、
働
く
時
間
・
場
所
を
共
有
す
る
範
囲
が
狭
ま
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
勤
務
時
間
の
大
半
を
テ
レ
ワ
ー

ク
と
す
る
勤
務
形
態
の
職
員
が
増
え
た
場
合
、
オ
フ
ィ
ス
に
出
勤
し
て
い
る
職
員
と
の
人
事
評
価
の
公
平
性
を
ど
の
よ
う
に
保
つ
か

が
問
題
と
な
る
。
毎
日
の
仕
事
ぶ
り
が
よ
く
見
え
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
も
多
い
、
オ
フ
ィ
ス
に
出
勤
し
て
き
て

い
る
職
員
と
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
中
心
で
ほ
と
ん
ど
顔
を
合
わ
せ
な
い
職
員
と
で
は
、
管
理
職
に
入
っ
て
く
る
情
報
量
の
差
は
大
き
い
。

評
価
制
度
上
は
公
平
な
取
り
扱
い
を
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
て
も
、
テ
レ
ワ
ー
ク
中
心
の
職
員
の
方
が
、
人
事
評
価
上
・
昇
進
管
理

上
の
不
利
が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
評
価
を
行
う
側
の
管
理
職
層
に
と
っ
て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
職
員
の
仕
事
ぶ

り
を
従
来
よ
り
も
意
識
的
に
確
認
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
た
め
、
人
事
評
価
の
負
担
感
が
高
ま
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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五　

働
き
方
へ
の
影
響
：
総
労
働
量
の
制
約
の
強
化

（
一
）　

国
家
公
務
員
の
超
過
勤
務
の
現
状

　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
は
、
影
響
の
生
じ
る
範
囲
を
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
の
は
、
原
則
一
一
時
間
と
想
定
さ
れ
る
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
時
間
も
勤
務
せ
ざ

る
を
得
な
い
繁
忙
な
部
局
の
み
で
あ
り
、
国
家
公
務
員
の
大
多
数
は
一
一
時
間
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
確
保
で
き
て
い
る
。

　

人
事
院
は
各
府
省
に
お
い
て
超
過
勤
務
の
上
限
を
超
え
た
職
員
の
割
合
を
調
査
・
公
表
し
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
四
月
か
ら
国
家

公
務
員
に
も
超
過
勤
務
の
上
限
が
設
け
ら
れ
た
も
の
の
、
上
限
を
上
回
る
超
過
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
職
員
も
そ
れ
な
り
の
割
合
で
存

在
し
て
い
る
。
ま
ず
、
超
過
勤
務
の
上
限
は
原
則
と
し
て
一
箇
月
四
五
時
間
以
下
か
つ
、
年
間
三
六
〇
時
間
以
下
と
さ
れ
て
お
り
、

原
則
は
こ
の
上
限
が
適
用
さ
れ
る
（
自
律
部
署
）。
た
だ
し
、
他
律
的
な
業
務
の
比
重
の
高
い
部
署
に
関
し
て
は
よ
り
上
限
が
引
き

上
げ
ら
れ
、
一
箇
月
一
〇
〇
時
間
以
下
、
年
間
七
二
〇
時
間
以
下
、
二
～
六
箇
月
の
平
均
八
〇
時
間
以
下
、
月
四
五
時
間
超
は
年
間

六
回
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
（
他
律
部
署（

（2
（

）。
各
府
省
は
組
織
の
細
か
な
単
位
で
、
自
律
部
署
、
他
律
部
署
の
ど
ち
ら
と
す
る
か
を
指

定
し
て
い
る
。
表
2
は
主
要
な
府
省
庁
の
他
律
部
署
の
割
合
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
霞
が
関
の
本
府
省
は
他
律
部
署
と
さ
れ
て

い
る
部
署
の
割
合
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

上
限
以
上
の
超
過
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
職
員
の
割
合
は
、
自
立
部
署
と
他
律
部
署
で
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
霞
が
関
本
府

省
ほ
ど
他
律
部
署
に
指
定
さ
れ
て
い
る
部
署
の
割
合
が
高
い
。
表
3
は
、
自
律
部
署
、
他
律
部
署
、
本
府
省
、
本
府
省
以
外
の
区
分

の
違
い
に
応
じ
た
、
超
過
勤
務
の
上
限
を
超
え
た
職
員
の
割
合
で
あ
る
。
超
過
勤
務
の
上
限
は
、
自
律
部
署
は
二
つ
、
他
律
部
署
は

四
つ
の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
基
準
を
超
え
て
い
れ
ば
、
上
限
を
超
え
た
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン

ト
さ
れ
て
い
る
。
本
府
省
の
他
律
部
署
が
二
八
・
一
％
（
約
一
・
一
万
人
）
と
圧
倒
的
に
高
い
数
字
と
な
っ
て
お
り
、
次
い
で
本
府
省
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の
自
律
部
署
が
一
三
・
一
％
（
約
〇
・

一
万
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
表
2
、

表
3
の
デ
ー
タ
か
ら
、
勤
務
間
イ
ン

タ
ー
バ
ル
の
導
入
に
よ
り
影
響
が
生

じ
る
層
の
大
半
は
、
霞
が
関
の
本
府

省
の
他
律
部
署
の
職
員
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

　

公
表
さ
れ
て
い
る
超
過
勤
務
の

デ
ー
タ
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
に
よ
る
影
響
が
生

じ
得
る
の
は
主
に
他
律
部
署
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る（

（2
（

。
ま
た
、
他
律
部
署

は
霞
が
関
の
本
府
省
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
国
家
公
務
員
の
長
時

間
労
働
の
問
題
は
、
霞
が
関
の
本
府

省
で
生
じ
て
い
る
問
題
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
以
後
、
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
導
入
に
よ
る
影
響
が
特

に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
、
本
府
省

表 2　他律部署の指定割合
（主な府省のみ）

出典：人事院「上限を超えて超過勤
務を命ぜられた職員の割合等につ
いて（令和 3 年度）」六頁を元に
筆者作成。

（h t t p s : / / www . j i n j i . g o . j p /
kinmujikankyuuka/choukakinmu/
jogengoer3.pdf）

府省名
他律部署の割合

本府省 本府省以外

内閣府 79.9% 10.6%

デジタル庁 100% -

復興庁 100% 18.5%

総務省 66.2% 0%

法務省 90.0% 47.2%

外務省 97.6% -

財務省 100% 4.3%

文部科学省 98.3% 39.4%

厚生労働省 96.0% 16.3%

農林水産省 53.9% 15.0%

経済産業省 79.0% 0%

国土交通省 88.2% 0.2%

環境省 95.3% 45.9%

防衛省 100% -

表 3　上限を超えて超過勤務を命ぜ
られた職員の割合

出典：人事院「上限を超えて超過勤務を
命ぜられた職員の割合等について（令
和 3 年度）」を元に筆者作成。

（ h t t p s : / / w w w . j i n j i . g o . j p /
kinmujikankyuuka/choukakinmu/
jogengoer3.pdf）

本府省 本府省以外

自律部署
13.1%

（約 0.1 万人）
6.4%

（約 1.3 万人）

他律部署
28.1%

（約 1.1 万人）
2.9%

（約 0.1 万人）
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の
他
律
部
署
を
念
頭
に
議
論
を
進
め
た
い
。

（
二
）　

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
導
入
に
よ
る
影
響

　

上
限
を
超
え
た
超
過
勤
務
が
恒
常
的
に
生
じ
る
本
府
省
の
他
律
部
署
に
お
い
て
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が
導
入
さ
れ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
懸
念
さ
れ
る
の
は
仕
事
量
・
品
質
の
低
下
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
イ

ン
タ
ー
バ
ル
規
制
の
形
骸
化
で
あ
る
。
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
研
究
会
の
最
終
報
告
に
お
い
て
も
、
厳
格
な
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

を
導
入
し
た
場
合
に
生
じ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
は
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
業
務
の
合
理
化
・
デ
ジ
タ
ル
化
、
繁
忙
部
署
へ
の
人

員
配
置
、
国
会
対
応
の
改
善
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。
上
限
超
え
て
超
過
勤
務
が
生
じ
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
調

査
結
果
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
国
会
対
応
業
務
が
最
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
（
一
八
・
七
％
）
も
の
の
、
予
算
・
会
計
関
係
業

務
（
一
二
・
六
％
）
と
、
重
要
な
政
策
に
関
す
る
法
律
の
立
案
（
一
〇
・
五
％
）
な
ど
の
要
因
も
多
い（

（3
（

。
人
事
院
は
国
会
対
応
業
務
に
関

す
る
調
査
を
実
施
し（

（3
（

状
況
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
の
、
予
算
・
会
計
関
係
や
法
律
の
立
案
な
ど
、
改
善
の
余
地
が
限
ら
れ

て
い
る
要
因
も
見
受
け
ら
れ
、
根
本
的
に
人
員
が
不
足
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。

　

厚
生
労
働
省
の
元
官
僚
で
あ
る
千
正
（
二
〇
二
〇
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
と
二
〇
二
〇
年
の
若
手
職
員
の
一
日
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
比
較
し
た
上
で
、
現
在
は
若
手
官
僚
の
労
働
密
度
が
一
〇
倍
程
度
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る（

（3
（

。
ま
た
、
若
手
に
限
ら

ず
管
理
職
・
幹
部
も
同
様
で
、
組
織
の
上
か
ら
下
ま
で
余
裕
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

（3
（

。
厚
生
労
働
省
と
い
う
霞
が
関
の

中
で
も
特
に
多
忙
な
組
織
の
事
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
既
に
合
理
化
・
省
力
化
は
相
当
程
度
進
ん
で
お
り
、
労
働
密
度
は
限
界
に
近

い
部
署
が
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
今
後
、
さ
ら
に
勤
務
時
間
の
制
約
条
件
が
強
化
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
業
務
の

合
理
化
の
余
地
は
そ
れ
ほ
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
人
員
不
足
へ
の
対
応
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
事
務
処
理
の
量
・
速
度
や
、
政
策
の
質

に
影
響
が
生
じ
る
恐
れ
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
超
過
勤
務
の
上
限
の
場
合
と
同
様
に
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
確
保
で
き
て
い
な
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い
職
員
が
数
多
く
出
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
職
員
レ
ベ
ル
で
の
働
き
方
へ
の
影
響
と
し
て
、
昇
進
競
争
を
規
定
す
る
ル
ー
ル
が
変
質
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
は
仕

事
の
手
際
が
多
少
悪
く
と
も
、
長
時
間
労
働
で
力
任
せ
に
仕
事
を
処
理
し
続
け
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
が
、
今
後
は
大
量
の
仕

事
を
手
際
よ
く
捌
け
る
人
材
が
昇
進
競
争
上
有
利
に
な
る
だ
ろ
う
。
育
児
・
介
護
や
体
力
的
な
要
因
な
ど
で
、
二
四
時
間
働
け
な
い

職
員
も
、
従
来
よ
り
は
相
対
的
に
昇
進
競
争
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
長
い
時
間
を
か
け
て
ミ
ス
な
く
完
璧
な
品
質
を
目
指
す

人
材
よ
り
も
、
八
〇
～
九
〇
％
の
出
来
栄
え
で
も
大
量
の
仕
事
を
手
際
よ
く
処
理
で
き
る
人
材
の
方
が
、
時
間
的
な
制
約
が
高
い
環

境
下
で
は
重
宝
さ
れ
出
世
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
研
究
者
が
外
部
か
ら
観
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
変
化
か
も
し
れ
な
い
が
、

昇
進
競
争
で
選
抜
さ
れ
る
幹
部
職
員
の
タ
イ
プ
も
変
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　

懸
念
事
項
と
し
て
は
、
遅
い
昇
進
、
あ
い
ま
い
な
職
務
区
分
、
大
部
屋
主
義
の
環
境
下
に
お
い
て
、
勤
務
時
間
の
制
約
が
厳
し
く

な
る
と
、
昼
休
み
な
ど
の
休
憩
時
間
の
労
働
、
超
過
勤
務
の
過
少
申
告
、
可
能
な
範
囲
で
の
仕
事
の
持
ち
帰
り
が
増
加
す
る
恐
れ
が

あ
る
。
時
間
的
制
約
が
あ
る
中
で
昇
進
競
争
や
人
事
評
価
を
高
め
た
い
職
員
に
と
っ
て
は
、
超
過
勤
務
の
過
少
申
告
は
合
理
的
な
選

択
と
な
る
だ
ろ
う
。
一
般
的
に
在
庁
時
間
と
言
わ
れ
る
オ
フ
ィ
ス
に
滞
在
し
て
い
る
時
間
と
、
超
過
勤
務
時
間
に
は
若
干
の
乖
離
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
厳
格
に
適
用
す
る
場
合
に
は
、
在
庁
時
間
と
超
過
勤
務
時
間
が
一
致
す
る
よ

う
こ
れ
ま
で
以
上
に
厳
重
な
管
理
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

六　

大
部
屋
主
義
・
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響

　

本
稿
で
は
勤
務
時
間
制
度
等
の
変
化
が
、
霞
が
関
の
省
庁
の
働
き
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
考
察
し
て
き
た
。
業
務

の
分
担
、
人
事
評
価
、
昇
進
競
争
な
ど
、
様
々
な
面
で
の
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
を
論
じ
て
き
た
が
、
最
後
に
大
部
屋
主
義
・
最
大
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動
員
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

①
働
く
時
間
帯
・
場
所
の
柔
軟
化
に
関
し
て
は
、
主
に
大
部
屋
主
義
の
働
き
方
や
、
情
報
共
有
の
あ
り
方
に
変
化
が
生
じ
る
可
能

性
が
あ
る
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
利
用
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
物
理
的
な
空
間
で
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
た
働
き
方
か
ら
、
Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル
を
活
用
し
た
情
報
共
有
や
、
個
人
単
位
で
の
業
務
の
切
り
分
け
が
進
む
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
行
政
学
の
教
科
書
的
な
説
明
で
は
、
物
理
的
な
大
部
屋
で
の
執
務
を
前
提
に
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
大
部
屋
主
義
の
理
論

が
初
め
に
提
唱
さ
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
で
あ
り
、
在
宅
勤
務
等
も
含
む
幅
広
い
範
囲
で
の
現
代
的
な
情
報
共
有
・
分
業
の
あ
り

方
を
改
め
て
分
析
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

②
総
労
働
量
の
制
約
の
強
化
に
関
し
て
は
、
仮
に
人
員
を
増
や
さ
ず
に
厳
格
な
運
用
が
な
さ
れ
た
場
合
、
他
律
部
署
が
多
く
を
占

め
る
霞
が
関
の
本
府
省
を
中
心
に
、
事
務
処
理
の
量
・
速
度
や
、
政
策
の
質
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
逆
説
的
で

は
あ
る
が
、
動
員
可
能
な
資
源
が
従
来
よ
り
も
さ
ら
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
で
、
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
は
よ
り
高
ま
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
村
松
（
一
九
九
四
）
は
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観
点（

（3
（

か
ら
、
真
渕
（
二
〇
二
一
）
は
低
い
専
門
性
と
い

う
観
点（

（3
（

か
ら
、
大
部
屋
主
義
・
最
大
動
員
シ
ス
テ
ム
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
大
幅
な
人
員
増
加
や
業
務
の
削
減
を
行
わ
な
い

限
り
、
人
的
資
源
を
最
大
動
員
す
る
構
造
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
財
政
的
環
境
に
お
い
て
、

大
幅
な
公
務
員
の
人
員
増
や
、
そ
の
た
め
の
増
税
が
実
現
す
る
可
能
性
は
低
い
。
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
導
入
に
際
し
て
は
業
務
の

合
理
化
・
省
力
化
を
本
線
と
し
た
対
応
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
業
務
の
合
理
化
・
省
力

化
の
影
響
は
な
か
な
か
可
視
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
る
の
か
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
勤
務
時
間
制
度
の
変
化
が
働
き
方
に
与
え
る
影
響
を
論
じ
て
き
た
が
、
所
詮
は
机
上
の
推
論
に
過
ぎ
ず
、
勤
務
時
間
制

度
の
変
化
が
生
じ
た
後
の
実
態
分
析
が
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
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（
1
）　

大
部
屋
主
義
に
つ
い
て
は
、
大
森
彌
『
官
の
シ
ス
テ
ム
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
。

（
2
）　

手
塚
洋
輔
（
二
〇
一
九
）「
第
六
章　
配
置
図
か
ら
み
る
文
部
科
学
省
統
合
の
実
相
」
青
木
栄
一
編
『
文
部
科
学
省
の
解
剖
』
東
信
堂
、

一
三
五
―
一
六
六
頁
。

（
3
）　

大
森
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。

（
4
）　

稲
継
裕
昭
（
一
九
九
六
）『
日
本
の
官
僚
人
事
シ
ス
テ
ム
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
九
七
頁
。

（
5
）　

前
掲
書
、
九
七
―
九
八
頁
。

（
6
）　

青
木
昌
彦
（
瀧
沢
弘
和
・
谷
口
和
弘
訳
）（
二
〇
〇
三
）『
比
較
制
度
分
析
に
向
け
て　
新
装
版
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
。

（
7
）　

辻
清
明
（
一
九
六
九
）『
日
本
官
僚
制
の
研
究
［
新
版
］』
東
京
大
学
出
版
会
。

（
8
）　

曽
我
謙
吾
（
二
〇
二
二
）『
行
政
学
［
新
版
］』
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
一
六
一
頁
。

（
9
）　

村
松
岐
夫
（
一
九
九
四
）『
日
本
の
行
政
―
活
動
型
官
僚
制
の
変
貌
』
中
公
新
書
。

（
10
）　

村
松
は
最
大
動
員
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
行
政
が
利
用
で
き
る
リ
ソ
ー
ス
（
公
務
員
数
、
予
算
、
法
的
権
限
等
）
を
、
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
で
き
る
だ
け
能
率
的
に
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
村
松
、
前
掲
書
、
九
頁
。

（
11
）　

日
本
の
公
務
員
数
が
諸
外
国
と
比
較
し
て
少
な
い
背
景
に
つ
い
て
は
、
前
田
健
太
郎
（
二
〇
一
四
）『
市
民
を
雇
わ
な
い
国
家　
日
本

が
公
務
員
の
少
な
い
国
へ
と
至
っ
た
道
』
東
京
大
学
出
版
会
。

（
12
）　

村
松
、
前
掲
書
、
一
八
頁
。

（
13
）　

前
掲
書
、
三
七
頁
。

（
14
）　

真
渕
勝
（
二
〇
二
〇
）『
行
政
学
［
新
版
］』
有
斐
閣
、
六
〇
一
頁
。

（
15
）　

前
掲
書
、
六
〇
一
―
六
〇
二
頁
。

（
16
）　

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
、
ジ
ョ
ブ
型
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
濱
口
桂
一
郎
『
新
し
い
労
働
社
会　
―
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
へ
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
濱
口
桂
一
郎
『
ジ
ョ
ブ
型
雇
用
社
会
と
は
何
か
：
正
社
員
体
制
の
矛
盾
と
転
機
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
な

ど
。

（
17
）　

稲
継
、
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
。

（
18
）　

前
掲
書
、
三
一
頁
。
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（
19
）　

前
掲
書
、
四
二
―
四
三
頁
。

（
20
）　

も
ち
ろ
ん
、
評
価
の
低
下
に
よ
り
生
じ
る
損
失
を
全
く
意
に
介
さ
な
い
職
員
も
一
定
数
存
在
す
る
。
昇
進
に
よ
る
誘
因
も
、
評
判
低

下
に
よ
る
誘
因
も
、
全
て
の
職
員
に
対
し
て
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
21
）　

本
稿
の
内
容
は
、
全
て
筆
者
個
人
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
研
究
会
と
し
て
の
公
式
見
解
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
誤
り

は
全
て
筆
者
個
人
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
22
）　

一
日
の
一
部
で
在
宅
勤
務
を
行
う
際
の
職
場
と
自
宅
と
の
移
動
時
間
を
確
保
す
る
目
的
か
、
在
宅
勤
務
時
の
育
児
・
介
護
に
係
る
時

間
を
確
保
す
る
目
的
で
、
休
憩
時
間
を
延
長
す
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
テ
レ
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
唯
一
の
制
度
で
あ
っ

た
。
人
事
院
「
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
対
応
し
た
勤
務
時
間
制
度
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
～
中
間
報
告
～
」
二
頁
。

https://w
w
w
.jinji.go.jp/kenkyukai/kinm

ujikan-kenkyukai/chuukanhoukoku.pdf

（
以
下
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
全
て
二
〇
二

三
年
九
月
二
一
日
ア
ク
セ
ス
。）

（
23
）　

人
事
院
「
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
対
応
し
た
勤
務
時
間
制
度
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会　

第
一
回
参
考
資
料
」
三
、

七
頁
。https://w

w
w
.jinji.go.jp/kenkyukai/kinm

ujikan-kenkyukai/sankoushiryou1-1.pdf

（
24
）　

人
事
院
、
前
掲
中
間
報
告
、
十
頁
。

（
25
）　

厚
生
労
働
省
「
過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
の
対
策
に
関
す
る
大
綱
」
三
六
頁
。https://w

w
w
.m

hlw
.go.jp/

content/11201000/000 811145.pdf

（
26
）　

働
き
方
と
人
材
確
保
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
研
究
会
の
最
終
報
告
で
も
頁
を
割
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
人
事
院
「
テ
レ
ワ
ー
ク
等

の
柔
軟
な
働
き
方
に
対
応
し
た
勤
務
時
間
制
度
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会　

～
最
終
報
告
～
」
四
―
七
頁
。https://w

w
w
.jinji.

go.jp/kenkyukai/kinm
ujikan-kenkyukai/saishuuhoukoku.pdf

（
27
）　

本
節
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
特
に
断
り
書
き
の
な
い
限
り
、
前
掲
し
た
研
究
会
の
最
終
報
告
（
概
要
）、
最
終
報
告
に
依
拠
し
た
も

の
で
あ
る
。
人
事
院
の
作
成
し
た
最
終
報
告
の
概
要
は
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
人
事
院
「
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
対
応
し

た
勤
務
時
間
制
度
等
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会　

～
最
終
報
告
（
概
要
）
～
」https://w

w
w
.jinji.go.jp/kenkyukai/

kinm
ujikan-kenkyukai/saishuuhoukoku-gaiyou.pdf

（
28
）　

人
事
院
「
超
過
勤
務
の
上
限
等
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」https://w

w
w
.jinji.go.jp/kinm

ujikankyuuka/
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（
29
）　

解
釈
が
難
し
い
の
は
、
本
府
省
以
外
の
自
律
部
署
で
あ
る
。
職
員
数
ベ
ー
ス
で
言
え
ば
、
本
府
省
の
他
律
部
署
と
同
じ
約
一
・
一
万

人
の
職
員
が
上
限
を
超
え
て
い
る
が
、
自
律
部
署
と
他
律
部
署
で
は
上
限
の
基
準
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
一
律
の
比
較
を
行
う
こ
と
が

難
し
い
。
例
え
ば
、
自
律
部
署
で
あ
れ
ば
年
間
四
〇
〇
時
間
の
超
過
勤
務
で
上
限
を
超
え
た
扱
い
と
な
る
が
、
他
律
部
署
で
あ
れ
ば
上
限

の
範
囲
内
と
な
る
。
他
律
部
署
と
比
べ
る
と
、
同
じ
上
限
超
え
で
あ
っ
て
も
超
過
勤
務
時
間
は
短
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
本
稿
で
は
議
論
の
対
象
と
は
し
な
い
。

（
30
）　

人
事
院
、
前
掲
最
終
報
告
、
五
一
頁
。

（
31
）　

人
事
院
「
上
限
を
超
え
て
超
過
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
の
割
合
等
に
つ
い
て
（
令
和
三
年
度
）」
三
頁
。https://w

w
w
.jinji.

go.jp/kinm
ujikankyuuka/choukakinm

u/jogengoer 3.pdf

（
32
）　

人
事
院
「
国
会
対
応
業
務
に
係
る
各
府
省
の
実
態
に
つ
い
て
」https://w

w
w
.jinji.go.jp/kisya/2303/kokkaitaiou.htm

l

（
33
）　

一
〇
倍
は
少
々
誇
張
し
た
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
例
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
は
一
時
間
程
度
か
け
て
い
た
各
課
へ
の
作

業
依
頼
を
、
現
在
は
五
分
程
度
で
処
理
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
千
正
康
裕
（
二
〇
二
〇
）『
ブ
ラ
ッ
ク
霞
が
関
』
新
潮
新

書
、
二
八
頁
。

（
34
）　

前
掲
書
、
二
七
―
三
五
頁
。

（
35
）　

村
松
、
前
掲
書
、
一
二
頁
。

（
36
）　

真
渕
、
前
掲
書
、
六
〇
一
―
六
〇
二
頁
。




